
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 届出書は２部作成 （正本１、副本１）  

副本はコピーで可   

    ◆ 免許証の原本を添付すること。（添付できない場合は「理由書」） 

 

◆ 届出書の提出は、 

主たる事務所の所在地を管轄する土木事務所 
へ持参。 

            郵送での受付は不可 
 

 

 

  廃業理由 １『死亡』 に該当するのは、個人業者のみ。 

      法人の代表者が死亡した場合には、【宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書】により、

代表者の変更の手続きをしたうえで、廃業届出をする。 

    廃業届を提出した業者の取引主任者になっていた者は、【宅地建物取引主任者資格登録     

     簿変更登録申請書（様式７号）】により従事先変更の手続きが必要。 

 

 

 

 

 

廃業理由 法人・個人の別 届出人 
添付書類 

※免許証原本の他に添付するもの 

死    亡 個 人 相 続 人 死亡及び相続人が確認できる戸籍謄本 

合併による消滅 法 人 

 代表する役員で

あった者 

（元代表役員） 

消滅した会社の閉鎖事項全部証明書 

（消滅日が載ったもの） 

破    産 
法 人 

個 人 
破産管財人 

破産及び管財人の証明書。 

※ 破産について裁判所の発行する証明書

解    散 法 人 精 算 人 
解散したことが確認できる履歴事項全部

証明書 

宅建業の廃止 
法 人 

個 人 

法人代表者 

免許を受けた者 
な  し 

廃業等届出書記入例 



様式第三号の五（第五条の五関係）                       （Ａ４） 

２ ７ ０

廃 業 等 届 出 書 
 

宅地建物取引業法第１１条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

令和○年○月○日 

 中部地方整備局長 
殿  静 岡 県 知 事 

 

届出者  住 所  静岡市葵区追手町９－６               

 

               氏 名  株式会社 静岡不動産  

代表取締役  静岡太郎     

                                            
 

受 付 番 号        受 付 年 月 日       届出時の免許証番号 

              ２ ２ ( ２ )   ３ ０ ７ ７＊ ＊ 

 

○5 ．廃止 届 出 の 理 由 １．死亡 ２．合併による消滅 ３．破産 ４．解散 

  

商 号 又 は 名 称 株式会社 静岡不動産 

氏 名 

（法人にあっては、 

代表者の氏名） 

 静岡 太郎 

主たる事務所の所在地  静岡市葵区追手町９－６ 

  

 ※宅地建物取引業者免許証の内容を

確認 

届出事由の生じた日  平成○年○月○日 

 

 
宅地建物取引業者と 

届 出 人 と の 関 係 １．相続人 ２．元代表役員 ３．破産管財人 ４．清算人 ○5 ．本人 

確認欄 

＊ 

 

備考 １．届出者は、＊印の欄には記入しないこと。 

   ２．「届出の理由」及び「宅地建物取引業者と届出人との関係」の欄は、該当するものの番号を○印で囲むこと。 

   ３．死亡の場合にあっては、「届出事由の生じた日」の欄に死亡の事実を知った日を付記すること。 

（注）１．免許証を添付すること。 

   ２．届出の理由が死亡である場合は、戸籍謄本。合併による消滅及び解散の場合は、商業登記簿謄本。 

    破産の場合は、裁判所発行の証明書を添付すること。 

   ３．２部を主たる事務所を管轄する土木事務所担当課へ提出すること。 

 


